
 

i 

技協（地球規模課題対応国際科学技術協力）用

事業事前評価表 
１．案件名（国名） 
国 名：フィリピン共和国 
案件名：レプトスピラ症の予防対策と診断技術の開発プロジェクト 

２．事業の背景と必要性 
（１）「フ」国における保健セクターの現状と課題 

フィリピン共和国（以下、「フ」国と記す）では、近年の経済発展と生活様式の変化に
より生活習慣病が増える一方、感染症も依然として公衆衛生上の課題であることが知られ
ている。レプトスピラ症は細菌性の人獣共通感染症であり、動物の尿などで汚染された水
を介して感染するため、洪水などの自然災害時に感染が多く見られる。全世界では年間50
万人の症例、致死率は23％と推測されている 1 。「フ」国においては、1998～2001年にレプ
トスピラ症疑診患者1,200人に対して実施された血清検査 2 で陽性率は約70％、2006～2008
年に野生ネズミやイヌ、ブタ、水牛などの動物を対象に実施した血清抗体調査 3 では、す
べての動物において抗体保有率はほぼ100％であった。また、2009年９月末にマニラ首都
圏を襲った台風による洪水被害の影響では、３週間で、マニラ首都圏の公立病院だけでも
レプトスピラ症の入院患者数が1,670名、死亡者数が104名に上ることが報告された 4 。こ
れは前年の全国症発生件数（769件）の半数を上回る数値であり、危機的なアウトブレイ
クの状況が明るみになった 5 。このように「フ」国でも流行が懸念されるが、多様な血清
型による細菌学的診断の困難さと症状が特異的でないことによる臨床診断の難しさから、
感染実態は十分に把握されていない。また、レプトスピラ症が人間および動物に対して重
篤な病態を引き起こす原因（病原性因子）も解明されておらず、一方で、早期発見によっ
て抗生物質を用いて適切な処置を行えば重篤な症状を回避できることが判明しているが、
診断が難しい。上記を踏まえ、レプトスピラ症の蔓延阻止への対応のため、感染実態の把
握、簡易かつ迅速な早期診断法の確立、および多様な血清型に対して有効なワクチンの開
発に資する研究の実施が求められている。 

 
（２）「フ」国における保健セクター政策と本事業の位置づけ 

フィリピン保健省では、保健セクター改革を推進しており、2005年に“FOURmula ONE 
for Health（F１）”という保健改革政策を策定した。これは、「フ」国の保健システムを効
率、効果、公平、公正の観点で改善することを目的とした政策で、財政基盤整備、ガイド
ライン整備、ガバナンス強化、サービス向上の４つの分野の改革を実施するとしている。
さらに、“FOURmula ONE for Health（F１）”政策を推進するロードマップとして「国家
保健目標（National Objectives for Health：NOH）2005-2010」を策定し、改革を実現する
ための具体的な目標や達成指標を設定した。このNOHでは、国民の健康状態は過去20～30
年間で改善されてきたとしている一方で、依然として感染症は重要な疾患だと明言し、感
染症の予防とコントロールに関する具体的な目標などを示している。ここでは、結核、肺
炎・急性呼吸器感染症、HIV/エイズ、マラリア、デング熱等の感染症について具体的な目
標が示されているが、レプトスピラ症に関する記述はない。なお、保健省では、国家統合 

                                                  
1 World Health Organization：WHO. Leptospirosis worldwide. Weekly Epidemiological Record 74:237-242, 1999 
2 静岡県立大学 柳原保武名誉教授による「フィリピンのレプトスピラ症制圧」の調査結果より。 
3 九州大学大学院医学研究院とフィリピン大学によって実施された「アジアによるレプトスピラ感染症対策ネットワーク構築のため
の初動研究」の調査結果より。 

4 Western Pacific Regional Office：WPRO-WHO. Tropical Storm Ketsana-Typhoon Parma. Health Cluster Situation Report No.14. Oct 19. 
2009 

5 株式会社びすく社:「日刊マニラ新聞」、2009 年 10 月 14 日掲載記事より。 
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疾病調査対応（Philippine Integrated Disease Surveillance and Response：PIDSR）によって
19の疾病の発生状況を監視するシステムを構築しており、これにレプトスピラ症も含まれ
ている。保健省によれば、レプトスピラ症は新興感染症として分類されるが、感染実態が
明らかでないために有効な対策プログラムを策定するまでに至っていない。このような状
況の下、わが国の科学技術を活用してレプトスピラ症の共同研究開発を実施することは、
「フ」国の科学技術能力を向上させ、感染症対策の強化に貢献するといえる。 
 

（３）「フ」国の保健セクターに対するわが国およびJICAの援助方針と実績 
１）「地球規模課題に対応する科学技術協力」事業 
昨今、わが国の科学技術を活用した地球規模課題に関する国際協力の期待が高まると

ともに、日本国内でも科学技術に関する外交の強化や科学技術協力におけるODA活用の
必要性・重要性がうたわれてきた。このような状況を受けて、2008年度より「地球規模
課題に対応する科学技術協力」事業が新設された。本事業は、環境・エネルギー、防災
および感染症をはじめとする地球規模課題に対し、わが国の科学技術力を活用し、開発
途上国と共同で技術の開発・応用や新しい知見の獲得を通じて、わが国の科学技術力向
上とともに、途上国側の研究能力向上を図ることを目的としている。また本事業は、文
部科学省、独立行政法人科学技術振興機構（Japan Science and Technology Agency：JST）、
外務省、JICAの４機関が連携するものであり、国内での研究支援はJSTが行い、開発途
上国に対する支援はJICAにより行うこととなっている。 
２）「フ」国の保健セクターに対するわが国およびJICAの援助方針と実績 

ODA大綱では、重点課題のひとつである「貧困削減」に取り組むために「保健医療」
分野の協力も重視するとしている。国別援助計画およびJICA国別援助実施方針では、対
フィリピン経済協力の重点開発課題を、①雇用機会の創出に向けた持続的経済成長、②
貧困削減、③ミンダナオにおける平和と安定とし、「②貧困削減」を実現するための重
点分野として「基礎的社会サービスの拡充（貧困層を取り巻く生活環境の改善）」を設
定し、その中で感染症対策も重視するとしている。 
これまでJICAは、1979年、1987年に無償資金協力で熱帯医学研究所（Research Institute 

of Tropical Medicine：RITM）の建設・施設整備拡充を行い、その後1980年から1988年ま
で技術協力プロジェクト「熱帯医学研究所プロジェクト」により研究従事者の人材育成、
熱帯病研究および研究成果の応用への協力を通じてRITMの研究所としての機能強化に
貢献してきた。さらに、2002年には無償資金協力によりRITM内に結核中央リファレンス
検査室を建設し、検査部門の強化を図るなど、「フ」国における感染症研究分野での支
援を行ってきた。 
加えて、1992年から1997年にセブ州で結核対策プロジェクトを実施し、WHOとの連携

の下、保健省が新たに策定した国家結核対策プログラム（National Tuberculosis Control 
Program：NTP）の実施モデルを確立した。さらに、2004年から2007年には結核対策向上
プロジェクトとして上記の活動の全国展開を支援した実績がある。 
 

（４）他の援助機関の対応 
「フ」国の感染症分野における支援では、世界エイズ結核マラリア対策基金による、結

核・マラリア・HIV/エイズの主要三大感染症対策支援、米国による結核およびHIV/エイ
ズ対策支援、WHOによる新型インフルエンザ対策支援などが目覚しいが、レプトスピラ症
への支援は見当らない。WHO西大平洋地域事務局（Western Pacific Regional Office：WPRO）
では、「フ」国において狂犬病と並び社会開発に影響を及ぼす疾患としてレプトスピラ症に
着目しているが、感染実態が明らかでないために有効な対策を打ち出すまでには至って
いない。このような状況の下、本プロジェクトで実施予定のレプトスピラ症の疾病負担調 
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査の結果に期待を寄せている。 
 

（５）本事業の背景となる日本と「フ」国の関係 
2006年にフィリピン大学マニラ校公衆衛生学部（College of Public Health - University of 

the Philippines, Manila：CPH-UPM）と九州大学が協定を締結し、約３年にわたってレプト
スピラ症の共同研究を実施した実績があり、共同研究体制は構築されている。この研究で
は、九州大学大学院医学研究院が代表機関となり、日本のレプトスピラ症の研究者が千葉
大学や国立感染症研究所から参画した。それ以前にも、1998年に日本人研究者がJST海外
派遣研究員としてCPH-UPMで調査研究を行った実績がある。 

３．事業概要 
（１）事業の目的 

レプトスピラ症は、病原体をもつ動物の尿などで汚染された水を介して人に感染するた
め、インフラが整っていない開発途上国では洪水等発生時の慢性的な流行が指摘されてい
る。また、レプトスピラ症と診断するためには実験室での検査が必要だが、研究基盤と人
材が限られている「フ」国では正確な検査の実施が難しく、現状として臨床診断に頼らざ
るを得ない。しかし、症状がマラリア、肝炎、デング熱等の他の感染症と酷似しているた
め臨床診断では誤診を招きかねない。このため、レプトスピラ症の感染者数は常に実態よ
りも少なく報告されていると推測されており、有効な対策も講じられずにいる。このよう
な状況を考慮し、本プロジェクトでは感染実態の把握、迅速診断キットの開発、DNAワク
チンの開発、レプトスピラ症の啓発活動を実施し、将来「フ」国のレプトスピラ症の予防
とコントロールを実現する基礎づくりを行うことをめざしている。 
また、共同研究を通じて、わが国の科学技術力を活用した新たな知見の獲得や技術の応

用により、わが国の科学技術力の更なる向上と、「フ」国側研究機関CPH-UPMの研究開発
能力の向上を図る。 
 

（２）プロジェクトサイト／対象地域名 
・CPH-UPMの研究者 
・マニラ首都圏とその近郊の医療従事者および一般住民（＊活動開始後に、対象医療施設
と啓発活動の対象となるリスクグループを特定） 

 
（３）事業概要 

１）プロジェクト目標と指標・目標値 
＜プロジェクト目標＞ 
共同研究を通じて、CPH-UPMのレプトスピラ症予防対策の研究開発能力が強化される。 

＜指標＞ 
１．レプトスプラ症予防対策センターで取り扱う検体数が増加する。 
２．査読がある専門誌に掲載された論文数 
３．「フ」国で標準となるレプトスピラ症診断方法が確立され、診断方法のマニュアル

が作成される。 
２）成果と想定される活動（あるいは調査項目）と指標・目標値 

a）成果０：レプトスピラ症予防対策センター 6 がCPH-UPMに設立される。 
＜指標＞ 
0-1. 実験室の改修工事が計画どおりに完了する。 

                                                  
6 CPH-UPMはプロジェクトで改修した実験室等を利用して、将来的に CPH-UPMを拠点とした「フ」国におけるレプトスピラ症の
研究、および教育のネットワーク拡大という構想を有している。このネットワークをレプトスピラ症予防対策センターと呼ぶ。 
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0-2. 実験室の機材が適切に設置され機能している。 
0-3. CPH-UPMと協力機関の協力体制（ネットワーク）が明確に定義される。 
0-4. 安全性確保のための行為が慣行される。 

＜活動＞ 
0-1. 実験室の改修工事を行う。 
0-2. 機材を調達する。 
0-3. 協力体制を規定した合意文書をUPMと他の関連機関で取り交わす。 
0-4. 実験室施設や機材の日常点検やメンテナンスを行う体制を構築する。 
    

b）成果１：疫学調査によって、「フ」国のレプトスピラ症の実態が明らかになる。 
＜指標＞ 
1-1. 「フ」国のレプトスピラ症の罹患者数、新規感染者数、DALYs 7 が明らかに

なる。 
1-2. レプトスピラ症がもたらす経済的損失が明らかになる。 
1-3. ワクチン開発のために流行している血清型を特定する。 

＜活動＞ 
細菌学調査 
1-1. 動物とヒトの血液と尿、および動物の腎臓からレプトスピラ菌を分離する。 
1-2. ヒトと動物からの分離株について、実験動物を用いて血清型、遺伝子型、病

原性を同定・調査する。 
疾病負担調査 
1-3. 調査チームの形成、標本抽出法の決定、調査手法の決定、調査マニュアルの

作成などを含むフィールド調査の準備を行う。 
1-4. フィールド調査を実施する。 
1-5. 血清学検査と細菌学検査を実施する。 
1-6. データ入力・加工と分析を行う。 
1-7. 疾病負担調査のレポートを作成する。 
1-8. 上記のデータを解析し、レプトスピラ症がもたらす経済的損失についてレ

ポートを作成する。 
環境要因分析による疫学 
1-9.  地理情報システム（Geographic Information System：GIS）での環境要因分析

に活用するために、マニラ首都圏とその近郊に関する既存データを解析し選
定する。 

1-10. GISにデータを入力し、疾病分布図を作成する。 
1-11. レプトスピラ感染に影響を及ぼす環境要因を特定するための調査計画を策

定する。 
1-12. 調査を実施する。 
    

c）成果２：抗レプトスピラ抗体とレプトスピラ抗原の迅速検出法が開発される。 
＜指標＞ 
2-1. 抗レプトスピラ抗体を検出する診断キットが開発される。（活動開始の１年後

目処） 
2-2. 尿中のレプトスピラ抗原を検出する診断キットが開発される。（ELISA：活動  

                                                  
7 DALYs（Disability Adjusted Life Years）は「障害調整生存年数」と訳される。従来の死亡率と障害により失われた健康状態の悪化の
程度を合成して時間の単位で表現した指標である。 
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開始の２年後を目処、イムノクロマトグラフィ：４年後目処） 
2-3. 感受性と特異性が高い診断キット（イムノクロマトグラフィ）が開発される。 

＜活動＞ 
2-1. 「フ」国の流行株を診断できる凝集試験（MCAT）を再開する。 
2-2. 血清中の抗体を検出するためのELISAシステムを開発する。 
2-3. 尿中のレプトスピラ抗原を検出するためのELISAシステムを開発する。 
2-4. 尿中のレプトスピラ抗原を検出するためのイムノクロマトグラフィ法を開発

する。 
2-5. 実験動物を用いて、上記の診断法の感受性と特異性を評価する。 
2-6. 家畜（水牛・イヌ）を用いて、上記の診断法の感受性と特異性を評価する。 
2-7. レプトスピラ症患者の尿と血清を用いて、上記の診断法の感受性と特異性を

評価する。 
 

       d）成果３：動物においてDNAワクチンが開発される。 
＜指標＞ 
3-1. 「フ」国の流行株から成る不活化ワクチンが開発される。 
3-2. 「フ」国の流行株から成る成分ワクチンが開発される。 
3-3. 多様な血清型に有効なDNAワクチンが開発される。 

＜活動＞ 
3-1. 流行している菌株を使って不活化ワクチンを開発する。 
3-2. 成分ワクチンを開発する。 
3-3. DNAワクチンを開発する。 
3-4. 実験用動物（ハムスター）を用いて開発されたワクチンの有効性と安全性を評

価する。 
 

       e）成果４：レプトスピラ症の予防対策に関する啓発活動が強化される。 
＜指標＞ 
4-1. 医療従事者（医師、看護師、その他の医療従事者）のレプトスピラ症に関する

知識が増える。 
4-2. 一般市民がレプトスピラ症の予防方法、感染ルート、症状、治療に関する知識

を増加させる。 
4-3. 予防対策活動に活用する資料（教材）を作成する。 

＜活動＞ 
4-1. 対象とする病院とヘルスセンターを特定する。 
4-2. 医療従事者のレプトスピラ症の認識度に関するデータを収集する。 
4-3. 医療従事者向けのレプトスピラ症に関する教材（ハンドブックやリーフレット

など）を作成する。 
4-4. 開発した教材を配布するとともに、医療従事者がレプトスピラ症に精通するよ

うトレーニングする。 
4-5. レプトスピラ症に関する情報を一般住民に向けて発信する。 
4-6. 啓発活動の結果を評価する。 
4-7. 学会、ワークショップ、フォーラムなどを開催してプロジェクトの進捗や活動

結果を発表し、政策決定者に対してレプトスピラ症の対策の必要性を伝える。 
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３）投入の概要 
＜日本側＞ 

       a）専門家 
・長期専門家（業務調整） 
・短期専門家（チーフアドバイザー、細菌学、分子生物学、血清疫学、診断キット開
発、ワクチン開発、経済分析、啓発活動、実験室改修） 

       b）本邦研修 
１名／年×４回 

       c）供与機材 
       d）在外事業強化費（施設整備を含む） 

＜「フ」国側＞ 
       a）カウンターパートの配置 
       b）施設および資機材 

・CPH-UPM内オフィススペース 
・CPH-UPM内の既存実験室 
・CPH-UPM内改修予定BSL-２実験室スペース 
・変圧器の交換を含めた機材のメンテナンスや修理にかかる費用等 

       c）ローカルコスト 
・研究活動のための通常経費 
・フィリピン保健研究開発評議会（ Philippine Council for Health Research and 

Development, Department of Science and Technology：PCHRD-DOST）8 からの研究補助
を含む 

 
（４）総事業費／概算協力額 

約3.5億円（JICA予算ベース） 
 
（５）事業実施スケジュール（協力期間） 

2010年４月～2015年３月（５年間） 
 
（６）事業実施体制（実施機関／カウンターパート） 
  ＜日本側＞ 
   国立大学法人九州大学大学院 医学研究院 
  ＜「フ」国側＞ 
   CPH-UPM 

    
（７）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

１）環境社会配慮 
本プロジェクトでは病原菌や実験動物を取り扱うため、研究に従事する者はバイオ

セーフティーマニュアルにのっとり、適切な手順、適切な環境下で作業を行うこととす
る。また、実験に使用した動物は滅菌処理したあとに業者によって回収され、実験活動
による廃水は希釈して下水道に廃棄することになる。本プロジェクトの活動では、特別
な排水処理を必要とする化学薬品は取り扱わないため、廃水処理方法についても問題な
いと考えられる。その他、本プロジェクトの活動によって環境に及ぼす影響はないと考  

                                                  
8 PCHRD-DOSTは科学技術省傘下の組織であり、保健研究開発評議会として、国内の保健医療に関する研究活動を調整、モニタリ
ングする機関である。 
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えられる。 
２）貧困削減促進・ジェンダー 

上述のレプトスピラ症の感染経路から、リスクグループには水田耕作に従事する農民
等の野外労働者や 9 、洪水被害地域の住民が多く、彼らの多くは貧困層である。レプト
スピラ症はこれら貧困層の大きな負担となっており、将来的に感染予防や早期診断・治
療が実現すれば、貧困層の負担軽減につながるといえる。 

 
（８）他ドナー等との連携 

WHOには疾病負担イニシアティブに基づくレプトスピラ症疾病負担調査専門委員会
（Leptospirosis Burden Epidemiology Reference Group：LERG）が設置され、疾病の影響を
測る調査を推進しているなか、WHO-WPROからの協力を得て、成果１内の疾病負担調査
を実施する予定である。 
 

（９）その他特記事項 
  ＜臨床試験（治験）の取扱い＞ 

医薬品・医療機器の開発・製造・販売を目的とする治験（Clinical Trial）および人体に
侵襲を加える、あるいはプライバシーを侵害する臨床試験（以下、「治験等」と記す）は、
JICA事業として実施しない。万一、プロジェクト活動外で臨床試験が実施された場合も、
九州大学とUPM、あるいは臨床試験に参加した他機関の間で別途合意を取り付けることと
し、JICAはその合意に関与しない。したがって、JICAは臨床試験に関する経費も拠出しな
い。 

  ＜研究の倫理面・承認体制＞ 
本プロジェクトでは、診断キットとワクチン開発を行うため、保健研究に関する比政府

の国家倫理ガイドライン（National Ethical Guidelines for Health Research 2006）に沿って、
然るべき倫理委員会の審査を受けることや、共同研究に関する合意文書の締結などが必要
である。具体的には、①九州大学と UPM間で知的財産権や法令遵守等の内容を含んだ共同
研究合意書の締結、②九州大学と UPM の倫理委員会からの研究承認の取得、③
PCHRD-DOSTからの研究承認の取得などのプロセスを踏む必要がある。また、上記ガイド
ラインでも述べているように、患者の権利とプライバシーを尊重することや、検体提供者
の人権を尊重するためにインフォームドコンセントを徹底する。 

４．外部条件・リスクコントロール 
（１）成果達成までの外部条件 
  ・PCHRD-DOSTからの研究補助金が削減、あるいはキャンセルされない 
 
（２）前提条件 
  ・フィリピン大学とPCHRD-DOSTから研究許可を得る 
  ・プロジェクトの活動について九州大学、UPMの倫理委員会から承認を得る 
  ・実験室のバイオセーフティーが確保される 

・実験室の改修について関係当局（機関）から承認を得る 
５．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
 地球規模課題に対応する科学技術協力事業は2008年度に新設された事業であり、わが国の科
学技術力向上とともに、途上国側の研究能力向上を図ることを目的としている。ただし、活動
の主体は研究ベースであるという特殊性があり、過去の案件から得られた教訓で本案件に対し

                                                  
9 静岡県立大学 柳原保武名誉教授が実施した研究では、患者の 87％が男性で野外労働者だったことが明かになっている。 
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直接応用できるものは限られている。 
 1988年に協力が終了した「フィリピン国熱帯医学研究所プロジェクト」では、「フ」国およ
び周辺地域に蔓延する熱帯病（ジフテリア、百日咳、下痢性疾患など）の疫学・細菌学・免疫
学並びに予防法に関する研究、またこれら研究活動に従事する人材の育成を通じて、上記熱帯
病の制圧法を開発する研究所としての機能強化に大いに貢献した。同プロジェクトの教訓とし
て、①プロジェクト終了後の供与機材のメンテナンスと試薬の調達に対する留意、②研究成果
の共有により、委託研究の受託や国内外機関からの財政的支援の取り付けに結びつく点、など
が挙げられている。 
 本プロジェクトでは、基礎研究のみならず、機材を含めた実験室の安全かつ適切な運営管理
への支援、指導をプロジェクトの活動として PDMの中に含めており、機材の維持管理に対して
技術的な持続可能性を担保するような構造となっている。また、研究に必要な資機材の維持管
理を可能とする財政的な持続可能性担保の試みとしても、本プロジェクトでは保健省や
WHO-WPRO など関係機関も巻き込んだ JCC の開催により、研究の進捗管理や情報共有を行う
ことで広く周囲の注目を得て、研究成果がレプトスピラ症研究の財政的安定に結びついていく
ことが期待される。  
６．評価結果 
（１）妥当性 
   本プロジェクトは以下の点において、妥当性が高いと考えられる。 

・レプトスピラ症は迅速な診断方法や有効な予防対策も存在しないため、感染が流行して
いると考えられる熱帯・亜熱帯地域において将来のレプトスピラ症の予防とコントロー
ルをめざし、本プロジェクトでレプトスピラ症の基礎研究を強化する意義は高いといえ
る。特に、レプトスピラ症の臨床診断は難しいため、早期診断・早期治療が遅れて重篤
な症状に陥るケースが多く、レプトスピラ症の標準的な診断方法確立に関するニーズ
は、「フ」国のみならず他の開発途上地域においても高いといえる。 

・「２．事業の背景と必要性」で述べたように、「フ」国ではレプトスピラ症が蔓延してい
る可能性が高いものの、現在、国内にはレプトスピラ症に関する基礎研究を実施してい
る機関はCPH-UPMのほかになく、国内でレプトスピラ症を取り扱える組織の能力強化
を図ることは、「フ」国の公衆衛生面の改善に貢献できるといえる。 

・保健省では、PIDSRによって19の疾病の発生状況を監視するシステムを構築しており、
レプトスピラ症も含まれている。保健省によれば、レプトスピラ症は新興感染症として
分類されるが、感染実態が明らかでないために有効な対策プログラムを策定するまでに
至っていない。したがって、本プロジェクトによって感染実態が解明されれば、保健省
にとって国内での具体的な対応策を検討する材料となる。この点でもプロジェクトを実
施する意義は大きいといえる。 

 
（２）有効性 

本プロジェクトは以下の点で有効性が高いと判断できる。 
・プロジェクト目標として「共同研究を通じて、CPH-UPMのレプトスピラ症予防対策の
研究開発能力が強化される」を据えている。本プロジェクトでは、「フ」国でワクチン
などの作製を通じた先端の科学技術の習得のほか、疫学および啓発活動という実践的な
研究の能力向上も備えているため、公衆衛生上の課題に取り組むうえで包括的な研究開
発能力の強化を実現するデザインとなっている。 

・プロジェクトのアプローチとして、①有効な対策を打ち出す第一歩として、レプトスピ
ラ症の感染実態の把握、②迅速診断キットの開発による病原菌の早期発見の実現、③将
来の予防対策を強化するためにDNAワクチン開発の基礎研究を実施すること、④喫緊の
予防対策として、保健従事者やリスクグループへの啓発活動を実施すること－の４つを
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設定している。これらは、「フ」国におけるレプトスピラ対策および研究の現状にかん
がみて、迅速かつ長期的な観点から予防対策を実現するために必要不可欠な要素であ
り、プロジェクトのデザインの合理性は高いといえる。 
 

（３）効率性 
本プロジェクトは以下のような点で効率性が確保できると考えられる。 

・本プロジェクトでは、研究実施にあたり、ハード面の整備（実験室改修、機材設置）と
ソフト面の整備（「フ」国側関係機関との連携、実験室の維持管理体制の確立）を、研究
本体の準備期間と位置づけ、成果０として組み込んでいる。CPH-UPM内に既存の実験室
や機材を最大限活用して整備された施設は、今後「レプトスピラ症予防対策センター」
の拠点として活用される予定である。 

・プロジェクトの成果１において、疾病負担調査の下、収集した検体は細菌学調査のサン
プルとしても使用される。また成果２で開発される迅速診断キットは、有効性が確認さ
れ次第、病原体の同定などの成果１の活動にも使用され得るので、投入リソースの効率
的な活用が期待される。 

・1998年以降、日本の研究者や九州大学とUPMの間で、レプトスピラ症に関する研究活動
が実施されてきたが、本プロジェクトではこれらの成果や血清試料を引き継いで研究活
動を行う。またUPMでは、既に病院等の医療機関との協力関係を構築し、レプトスピラ
の検査・診断を実施してきた実績もある。したがって、本プロジェクトではこれら既存
の研究基盤や協力関係を活用して共同研究を推進するため、この点でもプロジェクトは
効率性を確保しているといえる。 

 
（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のように考えられる。 
・本プロジェクトではレプトスピラ症の疾病負担調査を含む実態解明、診断方法の開発、
ワクチンの基礎研究を実施するため、保健省やWHO等がこの成果を活用して、更なる研
究や予防対策を実現に移す可能性があると考えられ、政策的なインパクトが期待でき
る。 

・本プロジェクトで整備された実験室や成果を活用して、レプトスピラ予防対策センター
に研究実績が積み上がれば、国内での検査・診断および研究機関としての地位が確固た
るものとなることが期待される。また、プロジェクトを通じて能力強化を経た優秀な研
究者が定着すれば、将来的にもレプトスピラ症の研究者を育成する教育機関としてより
中心的な役割を果たすことが期待される。 

 
（５）自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。 
・WHO-WPROとの協力による疾病負担調査を通じた客観的なデータによる感染実態調査
や、診断技術の確立などの成果が発現すれば、「フ」国政府がレプトスピラ症に関する
具体的な対策の立案、強化に動き出すことが期待される。 

・CPH-UPMでは、プロジェクト終了後のセンターの運営・維持費と、人件費（常勤の研
究職員）を確保する必要がある。これはUPMで措置されるべき予算であるため、学内の
予算措置が講じられることが期待される。また、CPH-UPMでは、レプトスピラ症予防対
策センターとして、他機関からレプトスピラ症の検査依頼による収入、他機関の研究
員へのトレーニングによる収入などでセンターの維持発展を図るという構想をもって
いる。 

・研究費に関しては、外部機関からの研究助成金等を確保するのが一般的である。これま 
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でCPH-UPMは実際に研究助成金の支給を受けてきた経験があり、財政面の自立発展性を
確保するうえでの現実的な方法と考えられる。より確実に財政的な確保を行うためにも、
プロジェクトの活動を通して研究の実績を残していくことが重要となる。 

・レプトスピラ症予防対策センターとして、プロジェクト終了後も活動を継続していくため
には、予算の確保に加えて、研究者の確保が必要不可欠である。今回の調査では、UPMで
正規雇用されている２人の研究者がプロジェクトのカウンターパートとして新たに配置
されることが明かになったが、レプトスピラ症の研究を推進するための研究者を一定数確
保し、プロジェクト終了後も雇用が継続されるような措置が取られる必要がある。 

７．今後の評価計画 
（１）今後の評価に用いる主な指標 
  ＜プロジェクト目標＞ 
   １．レプトスプラ症予防対策センターで取り扱う検体数が増加する。 
   ２．査読がある専門誌に掲載された論文数 

３．「フ」国で標準となるレプトスピラ症診断方法が確立され、診断方法のマニュアル
が作成される。 

  ＜成果＞ 
   0-1. 実験室の改修工事が計画どおりに完了する。 
   0-2. 実験室の機材が適切に設置され機能している。 
   0-3. CPH-UPMと協力機関の協力体制（ネットワーク）が明確に定義される。 
   0-4. 安全性確保のための行為が慣行される。 

1-1. 「フ」国でのレプトスピラ症の罹患者数、新規感染者数、DALYsが明らかになる。 
   1-2. レプトスピラ症がもたらす経済的損失が明らかになる。 
   1-3. ワクチン開発のために流行している血清型を特定する。 

2-1. 抗レプトスピラ抗体を検出する診断キットが開発される。（活動開始の１年後目
処） 

2-2. 尿中のレプトスピラ抗原を検出する診断キットが開発される。（ELISA：活動開始
の２年後を目処、イムノクロマトグラフィ：４年後目処） 

   2-3. 感受性と特異性が高い診断キット（イムノクロマトグラフィ）が開発される。 
   3-1. 「フ」国での流行株から成る不活化ワクチンが開発される。 
   3-2. 「フ」国での流行株から成る成分ワクチンが開発される。 
   3-3. 多様な血清型に有効なDNAワクチンが開発される。 

4-1. 医療従事者（医師、看護師、その他の医療従事者）のレプトスピラ症に関する知
識が増える。 

4-2. 一般市民がレプトスピラ症の予防方法、感染ルート、症状、治療に関する知識を
増加させる。 

   4-3. 予防対策活動に活用する資料（教材）を作成する。 
 

（２）今後の評価のタイミング 
・中間レビュー 2012年10月頃 
・終了時評価 2014年９月頃 

 




